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●国民健康保険より
8 月に韮崎市国民健康保険で支払った額（保険者負担額）は、148,708,957
円（前年同月比 1.89% 減）で、１人あたりの保険者負担額は、19,002 円（前
年同月比 0.84% 増）でした。引き続き健康に気をつけ医療費の節約にご協力
ください。

●市の人口　8 月 1 日現在� （前月比）
　　男　：15，195 人 ( うち外国人 175 人）	 － 5 人
　　女　：15，413 人 ( うち外国人 257 人）	 － 6 人
　　計　：30，608 人 ( うち外国人 432 人 )	 － 11 人
　世帯数：12，453 世帯	 　－ 6 世帯

国勢調査とは
　国勢調査は､ 日本国内に住むすべての人と世帯を対
象とする､ 国の最も重要な統計調査です。国内の人口
や世帯の実態を明らかにするため､ 統計法という法律
に基づいて､ 5 年に一度実施されます。国勢調査の結
果は福祉施策や生活環境整備､ 災害対策など、日本の
未来をつくるために欠かせない様々な施策の計画策定
などに利用されます。

個人情報は守られます
・�統計法によって厳格な個人情報保護が定められ、関

係者には守秘義務が課せられています。
・�希望する場合は調査票に封をして回答ができ、調査

員は開封せずに市に提出します。

国勢調査にご協力を！
10月 1日を基準日として、国勢調査が実施されます。

9月中旬より、調査員が全世帯に伺います。

調査は 9月中旬から 10月にかけて
　市が任命した調査員が 9 月の中旬頃から全世帯を訪
問して調査票などを配布するので、面会と回答への協
力をお願いします。記入した調査票は郵送で提出する
か、10 月以降に回収に伺う調査員にお渡し下さい。

パソコン・スマートフォンでも回答できます
　調査員が配布するインターネット回答用 ID を使用
すれば、インターネットでの回答ができます。その場
で不備のチェックができ、回収のための調査員との面
会が不要になるため非常に効率的です。パソコン・ス
マートフォンをお持ちの世帯は、ぜひインターネット
回答を！
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